
 

大阪労働局 無災害記録証授与内規 

                                 （昭和６３年７月２５日改） 

 

第１条： 事業場において第３条に定める無災害記録を樹立したときは、この内規により無災害記録

証を授与する。 

 

第２条： この内規は、労働安全衛生法施行令第２条第１号若しくは第２号に掲げる業種（通信業を

除く）及び卸・小売業、飲食店で常時おおむね１０人以上の労働者を使用する事業場に適用

する。 

 

第３条： 無災害記録は、署無災害記録及び局無災害記録の第１類から第５類までの６段階とする。 

  

  ２  署無災害記録の日数は、別表第１のとおりとする。 ただし、港湾荷役業については、別

表第２の時間数とする。 

 

  ３  第１類無災害記録は署無災害記録の３倍とし、第２類無災害記録は第１類無災害記録の５

割増、第３類無災害記録は第２類無災害記録の５割増、第４類無災害記録は第３類無災害記

録の５割増、第５類無災害記録は第４類無災害記録の５割増とするものとし、これにより計

算した無災害記録日数が、１０００日未満のものについては端数を５０日単位に、また、１

０００日を超えるものについては端数を１００日単位にそれぞれ切り上げるものとする。 

     なお、第２類無災害記録から第５類無災害記録までの無災害記録日数を計算する場合の基

礎となる１段階下の無災害記録日数は、切り上げの端数処理を行う前の日数とする。 

 

第４条： 一の事業場で二以上の労災保険率の適用がある場合は、それぞれの労災保険率をもって単

位事業場とみなす。 

 

第５条： 無災害記録の日数は歴日数とし、時間数は延べ労働時間数とする。 

 

第６条： 無災害記録は、業務上の災害が発生した日の翌日から、次に業務上の災害が発生した日の

前日までの期間における歴日数あるいは延労働時間数で表すものとする。 

 

  ２  前項の災害は、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって、労働基準法施

行規則別表第２身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものとする。 

 

第７条： 無災害記録証の授与は、所轄署長の推せんにより局長が行い、署無災害記録証については

所轄署長が行うものとする。 

   

 

 



別表１ 

署無災害記録日数 

 

労災保険率 

 
 
 
 

記 

録 

を 

起 

算 

し 

た 

年 

月 

 ６／１０００未満 ２００日 

 

昭和５７年１２月 

以前 

 

 

６／１０００以上１０／１０００未満 １５０日 

１０／１０００以上１８／１０００未満 １００日 

１８／１０００以上３７／１０００未満 ９０日 

３７／１０００以上 ８０日 

日本国有鉄道 １５０日 

 

 

昭和５８年１月 

～ 

昭和６３年７月 

 

１０／１０００未満 ３００日 

１０／１０００以上２０／１０００未満 ２５０日 

２０／１０００以上３０／１０００未満 ２１０日 

３０／１０００以上５０／１０００未満 １７０日 

５０／１０００以上 １３０日 

日本国有鉄道 ２５０日 

 ６／１０００未満 ４００日 

 

昭和６３年８月 

以降 

 

 

６／１０００以上１０／１０００未満 ３００日 

１０／１０００以上２０／１０００未満 ２５０日 

２０／１０００以上３０／１０００未満 ２１０日 

３０／１０００以上５０／１０００未満 １７０日 

５０／１０００以上 １３０日 

 

別表２ 

      記録時間中の１日 

       平均労働者数 

   記録を 

    起算した 

作業別   年月 

 

５０人 

未満 

 

 

５０人 

～ 

９９人 

 

１００人 

 ～ 

１４９人 

 

１５０人 

 ～ 

１９９人 

 

２００人 

以上 

 

沿岸荷役 

昭和５７年１２月 

以前 

１．０万 

時 間 

２．０万 

時 間 

３．０万

時 間 

４．０万

時 間 

５．０万

時 間 

 昭和５８年１月 

以降 

２．０万 

時 間 

４．０万 

時 間 

６．０万

時 間 

８．０万

時 間 

10．0 万

時 間 

 

船内荷役 

昭和５７年１２月 

以前 

０．６万 

時 間 

１．２万 

時 間 

１．８万

時 間 

２．４万

時 間 

３．０万

時 間 

 昭和５８年１月 

以降 

１．２万 

時 間 

２．４万

時 間 

３．６万

時 間 

４．８万

時 間 

６．０万

時 間 

 


